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令和２年１２月 農業委員会総会 

 

令和２年１２月２５日(金)   １５時３０分 

令和２年１２月２５日(金)  １６時５０分 

 

川棚町中央公民館 １階 講習室 

 

１番    ３番  ４番     

５番   ６番  ８番       

９番  10 番 11 番     

12 番  13 番  

  

（欠席  ２番  ７番   ） 

（遅刻  なし  ） 

（早退  なし  ） 

 

14 番   15 番  16 番  

18 番   19 番  

 

３番   ６番   

  

第２１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第２２号 農用地利用集積計画の決定について 

第２３号 農用地利用配分計画に対する意見聴取について 

 

・行事報告及び予定について 

・農地改良届けについて 

・農地使用貸借契約合意解約について（議案第２２号関連） 

・農用地利用配分計画の解約について（議案第２３号関連） 

 

・アスパラ関係の賃貸借料の変更について 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

（総会成立要件） 

（過半数以上の出席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

全委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

令和２年１２月 農業委員会総会 

 

日時： 令和２年１２月２５日（金）１５時３０分より 
場所： 川棚町中央公民館 １階 講習室 
 
「ただいまから、令和２年度１２月の農業委員会を開催しま

す。」 
 
「本日は  ○○・○○委員が欠席です。委員１３名中１１名の

出席ですので、総会は成立している事をご報告します。 
また本日は農地利用 適化推進員の皆様にも参加していただ

いています。」 
 
「それでは、開会に当たりまして、会長からご挨拶をお願いし

ます。」 
 

（挨拶） 

 

「それでは報告事項の報告及び次回総会等の開催日の提案を事

務局からお願いします。」 

 

 

「それでは報告事項１番、１２月の行事及び１月の予定について

ご報告いたします。（各報告）」 「現地調査を１月２０日調査員

に ○○委員 ○○委員 ○○委員にお願いします。 

 総会を１月２５日開催でご提案いたします。」 

 

「ただいま、事務局から次回の現地調査及び総会開催予定日の提

案がありましたがいかがでしょうか。」 

 

「異議なし」 

 

「それでは次回の現地調査の日程を１月２０日、総会開催日を１

月２５日に予定としたいと思います。」 

 

「次回の調査委員は○○委員、○○委員、○○委員としますので

よろしくお願いします。」 



会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

全委員 

「これより本日の会議を開きます。なお、議事に入ります前に議

事録署名人を指名いたします。議事録署名人を ○○委員、○○

委員にお願いいたします。」 

 

「それでは、ただいまより議事に入ります。」 

 

「議案第２１号 農地法第３条の規定による３条１番、２番の許

可申請について審議を行います。事務局から３条 1番の説明をお

願いします。」 

 

２ページをお開き下さい。（議案朗読及び説明） 

「農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。」 

 

「ただいま事務局から説明がありました、議案第２１号、農地法

３条の許可申請については、質疑を受けた後に３条１番の採決に

入りたいと思います。」 

 

「それでは、これより議案第２１号、３条 1番について質疑を行

います。質疑等ございませんか。」 

 

「これは、祖父と孫の契約ですね。」 

 

「補足ですが、農業者年金受給者の○○さんが息子の○○さんと

契約をされておりましたが、息子さんが亡くなったのでその時点

で所有者の○○さんに契約終了として戻って、そのままにしてお

くと農業者年金の経営移譲年金が受けられなくなるので、後継者

探しに時間を要しましたが、昨年○○さんが後継者として認定を

されましたので今回、今までの権利をそのまま○○さんに移す手

続きが出来たという事です。 

これにより年金の受給もそのまま継続できるという事です。」 

「中間管理事業で契約していた分については、この後、また議案

第２３号に出て配分するという事です。いわゆる農振農用地以外

の分をこの３条で移譲するという事です。」 

 

「皆さん、よろしいでしょうか。」 

 

「異議なし。」 



会長 

 

 

 

 

全委員 

 

会長 
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会長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全委員異議なしのようですので、決定したいと思います。」 

 

「議案第２１号、農地法第３条 1番について許可することにご異

議ございませんか。」 

 

「異議なし」 

 

「異議なしと認めます。よって議案第２１号 農地法第３条 1番

の許可申請については許可することに決定します。」 

 

「それでは、続いて議案第３条、２番の許可申請について審議を

行います。事務局から説明をお願いします。」 

 

８ページをお開き下さい。（議案朗読及び説明） 

「農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。」 

 

「ただいま事務局から説明がありました、議案第２１号、農地法

３条２番の許可申請については、所有権移転を伴いますので、調

査委員 地元委員からの説明を受け、質疑を受けた後に採決に入

りたいと思います。」 

 

「まず、調査委員より説明をお願いします。」 

 

「１３番、○○です。１２月２１日に○○委員、○○委員、事務

局２名と地元委員の○○委員と○○推進委員の立会いの下、調査

をいたしました。 

場所は○○郷の○○○の裏手でした。申請地の状況といたしま

して、ここ２，３年は耕作をされている様子は伺えませんでした

が三分の二程度の保全管理はしてありました。 

三分の一が未管理でした。そこは元々ハウスがあった場所でその

まま放置された現状でした。 

 譲り渡し人の方も８１歳の高齢と言う事で、今管理出来ている

保全管理の所も管理ができるかどうか難しい状況になるのでは

と調査委員で心配をしたところでした。 

 今回、譲り受けをしたいという○○さん夫婦はまだ６０代と言

う事と通常農作業に従事されているという事なので、受けた後で

もきちんと管理していただけると思います。」 



会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

会長 

 

 

全委員 

 

会長 

 

 

 

全委員 

 

会長 

 

「この案件の地元委員は私です。 

 ここは、段になっている農地で、１段は野菜等を作付けされて

いましたが、上のハウスの所は、資材置き場になっておりました。 

 草ぼうぼうになって１０年近くなっていたのではなかったで

しょうか。どうにかならないか、ずうっと言ってきたわけですが 

本人の○○さんはレンコン作りの方をされていた方で、８１歳の

高齢で今年は動くのもままならないようになっているそうです。 

この間、離農届を提出されたと聞きました。息子さんは土木の作

業員で、会社のオペレーターを仕事にしているので農業はできな

いみたいです。 

 本人も農地を手放したいという事で、いろいろな方を通じて 

私も農地を借用したりしておりますが、○○さんは、自宅の近く

でもあるし、○○○○も経営をされています。○○○○で使う野

菜を作っているので特に問題はないと思います。そこを将来的に

転用とかするような事は考えられないと思います。道路のついて

も入り口の幅が４ｍに満たないという事で宅地等にも転用が難

しい場所のようです。」 

 

「地元推進委員補足説明があればお願いします。 

推進委員の説明をお願いします。」 

  

「１９番、○○です。今、皆さんから説明がありましたとおり問

題はありません。そのままだと荒れていく一方だと懸念されます

ので○○さんに譲って管理をしていただければと思います。」 

 

「それでは、ただいまから審議を行います。質疑を行います。質

疑等ございませんか。」 

 

質疑なし 

 

「質疑など無いようですので、採決に移ります。 

議案第２１号、農地法第３条２番について許可することにご異

議ございませんか。」 

 

「異議なし」 

 

「異議なしと認めます。よって議案第２１号 農地法第３条２番

の許可申請については許可することに決定します。」 



会長 
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会長 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

続きまして 

「議案第２２号 農用地利用集積計画の決定について審議を行

います。事務局から議案の説明をお願いします。」 

 

１２ページをお開き下さい。（議案説明） 

 

「農用地利用集積計画の２番と３番については、 

○○○○さんの夫、○○さんが亡くなった事での、相手方の２名

の方と当日配布資料の１３ページから１６ページに掲載してい

る双方の合意解約の提出もされている事を報告しておきます。」 

 

「以上の計画内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。」 

 

「ただいま事務局から説明がありました、議案第２２号 農用地

利用集積計画の決定について、質疑を受けたいと思います。」 

 

「質疑等ございませんか。」 

 

質疑なし 

 

「質疑など無いようですので、採決に移ります。 

議案第２２号、農用地利用集積計画の決定について許可するこ

とにご異議ございませんか。」 

 

「異議なし」の場合 

 

「異議なしと認めます。よって議案第２２号 農用地利用集積計

画については許可することに決定します。」 

 

続きまして 

「議案第２３号 農用地利用配分計画に対する意見聴取につい

て審議行います。事務局から議案の説明をお願いします。」 

 

総会資料の２１ページをご覧下さい（議案説明） 

 

「総会資料２２ページ、川棚町長より農用地利用配分計画に対す

る意見聴取の要請があっております。」 



事務局 
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会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

「この意見聴取願いは、すでに長崎県振興公社の中間管理事業が

集積権利設定、配分をしていたもので、当日配布資料の配分計画

の解約が提出されている分、１７ページからで、１９ページでは、

中間管理機構との１８筆が一旦解約され、今回、総会資料の２３

から２５ページの○○○○さんとの契約がなされます。」 

 

「また、当日配布資料の２３・２４ページが○○さん関係です。 

総会資料の２７ページがその分の配分計画にあたり、東彼杵町の

認定農業者の○○さんが○○さんのアスパラを受け継いで耕作

される予定です。」 

 

「この２件の解約された配分を新規の方に配分する事の意見聴

取という事になります。」 

 

「詳細については以上のとおりであります。ご審議お願いしま

す。」 

 

「それでは質疑にはいります。 

 どなたかご意見お願いいたします。」 

 

（意見が特にない） 

 

「それでは意見もないようですので、議案第２３号 農用地利用

配分計画に対する意見聴取については 特段問題のない事で決

定する事で異議ございませんか。」 

 

「異議なし」 

 

「異議なしと認めます。よって協議事項１番 農用地利用配分計

画については特段異議のない事で意見する事で決定します。」 

 

「以上ですべての議案の審議を終了しました。」 

 

「そのほか 事務局から報告事項について説明お願いします。」 

 

「まず、訂正をお願いします。 

当日配布資料の農地改良届出書の提出２件のうち、８ページか

ら１１ページについては、削除をお願いします。」 



事務局 
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会長 

 

委員 

 

 

会長 

「今月の届出は１件です。」 

 

「当日配布資料の２ページをお開き下さい。 

 畑地嵩上げの農地改良届が○○郷○○○１○○６、現況畑の５

１７㎡です。３ページには、隣接の方の工事施工届の承諾書も一

緒に提出があっております。」 

「先日、現地を確認に行きました。 

 家庭菜園の畑として、傾斜の農地を平に埋めて作業がしやすい

ようにする計画のようです。確認に行った時も○○さんの奥さん

が草むしりなどの手入れをしておられました。特に問題は無いよ

うに思われます。」 

 

「当日配布資料、２５ページをお開き下さい。 

○○郷２○○１-１０３、現況畑の２０６㎡、２６ページの地図

をみていただきますが、惣津地区の所になります。 

町の下水道工事の為の一時資材置き場として提出があっており

ます。 

現地を確認に行ってきましたが、特に問題はないようです。報告

いたします。」 

 

「別添で、○○地区の○○○○部会の関係で、中間管理機構をと

おした契約で、借賃料の計画変更届があっております。 

 変更の詳細については、○○委員にお願いをしたいと思いま

す。」 

 

「６番、○○です。収穫として前は反に３トンから４トンの取れ

高でしたが、この２年程で２トンまで取れ高が下がっています。 

 今回、このような状況ですので反あたり２万円といたしまし

た。１０年前は２．５万円に変更をしたのち今回の改訂金額とし

ました。初めて作付けされた方からは２０年以上たっています。」 

 

「新しく植え替えは出来ないものなのでしょうか。」 

 

「出来ないですね。前に改植を何人か試みましたが、１，２年で

つぶれてしまいました。」 

 

「わかりました。 

以上をもちまして令和２年１２月の農業委員会総会を終了いた



します。」 

 

 

   会長 

 

   議事録署名人 

 

議事録署名人 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


